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○
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
五
号

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
六

号
並
び
に
第
五
十
六
条
の
表
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
別
表
第
二
の
発
電
所
の
項
中
一
の
下
欄
の
事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

欄
中
１
の

並
び
に
同
項
中
二
の
（
一
）
の
下
欄
の
事
前
届
出
を
要
す
る
も
の
欄
中

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
経

（１）

（１）

済
産
業
省
告
示
第
百
号
（
小
型
の
も
の
若
し
く
は
特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
水
力
発
電
所
、
水
力
設
備
及
び

水
力
発
電
所
の
発
電
設
備
、
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
、
火
力
設
備
及
び
火
力
発
電
所
の
発
電
設
備
、
液
化

ガ
ス
を
熱
媒
体
と
し
て
用
い
る
小
型
の
汽
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
所
又
は
小
型
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力
と
す
る
火

力
発
電
所
及
び
火
力
設
備
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

茂
木

敏
充

第
一
条
第
三
号
中
「
法
」
を
「
方
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）
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イ

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
改
良
事
業
に
係
る
農
業
用

用
排
水
施
設
（
ダ
ム
を
除
く
。
）
に
設
置
さ
れ
る
も
の
（
当
該
土
地
改
良
事
業
を
施
行
す
る
者
が
設
置
す
る
も
の
に
限

る
。
）

ロ

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
八
項
の
導
水
施
設
、
浄
水
施
設
又
は
送
水
施
設
に
設
置

さ
れ
る
も
の

ハ

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
終
末
処
理
場
に
設
置
さ
れ
る
も
の

ニ

工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
導
水
施
設
、
浄
水
施
設
又
は
送
水

施
設
に
設
置
さ
れ
る
も
の

附

則

こ
の
告
示
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


